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公布 規則

◇ 鳥取県立福祉人材研修 ー 設置及 管理 関 条例 施行期日 定 規則

（ ）（福祉保健課）……………………………………………………………………………………

鳥取県立福祉人材研修 ー管理規則（ ）（〃）………………………………………………

◇鳥取県立福祉人材研修 ー管理規則

目的（第 条関係）

規則 、鳥取県立福祉人材研修 ー 設置及 管理 関 条例（以下「条例」 。）

規定 基 、鳥取県立福祉人材研修 ー（以下「 ー」 。） 管理 関 必要 事項

定 目的 。

利用時間（第 条関係）

（ ） ー 利用時間 、午前 時 午後 時 。 、知事 、特 必要

認 、臨時 変更 。

（ ） 知事 、（ ） 利用時間 変更 、 旨 ー 施設内 掲示

等 周知 。

休館日（第 条関係）

（ ） ー 休館日 、国民 祝日 関 法律 規定 休日並 月 日 同月 日 及

月 日 同月 日 日 。

（ ） 次 施設 、（ ） 定 、 定 日 休館日 。

福祉用具展示室 日曜日

多目的工作室 日曜日及 土曜日

（ ） 知事 、特 必要 認 、（ ）及 （ ） 、臨時 休館 、又 休館日

開館 。

（ ） （ ） （ ） 臨時 休館 又 休館日 開館 場合 同様 。

利用 申込 （第 条関係）

（ ） 利用許可 受 者 、利用申込書 知事 提出 。

（ ）（ ） 利用申込書 、次 施設 区分 応 、 定 期間内 提出

。 、知事 特 必要 認 、 限 。

ー 利用 日（当該利用 日以上 場合 、 初日。以下「利用日」

。） 年前 日前

掲 施設以外 施設 利用日 月前 前日

利用 通知等（第 条関係）

（ ） 知事 、利用許可 、 申込 者 通知 。

（ ）（ ） 通知 受 者（以下「利用者」 。） 、知事 請求 、当該通知 提
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示 。

利用許可 変更（第 条関係）

（ ） 利用者 、当該利用許可 係 事項 変更 、利用変更申込書 知事 提出 、

許可 受 。

（ ） 、（ ） 利用許可 変更 同様 。

利用 辞退 届出（第 条関係）

利用者 、 ー 利用 辞退 、 利用辞退届出書 知事 提出

。

施設設備 滅失等 届出（第 条関係）

利用者 、 ー 施設設備 滅失 、又 損傷 、直 旨 知事 届 出 、

指示 受 。

利用 終了 届出（第 条関係）

利用者 、 ー 利用 終了 、直 旨 知事 届 出 、 点検 受

。

使用料 減免（第 条関係）

（ ） 使用料 減免 、次 応 、 定 行 。

、実費 超 入場料、受講料 他 類 徴収 場合又 物品等 販売 主

目的 利用 場合 、 限 。

ー 専 練習又 準備 利用 別 定 額 減額

社会福祉 関 研修会、講演会 他 催物 利用 使用料 免除

身体障害者手帳 交付 受 者、療育手帳 交付 受 者、精神障害者保健福祉手帳 交付

受 者 他知事 別 定 基準 該当 心身 障害 有 者 社会参加 促進 目的

利用 使用料 免除又 知事 別 定 額 減額

介護保険法 規定 要介護認定又 要支援認定 受 者 社会参加 促進 目的 利用

使用料 免除又 知事 別 定 額 減額

他社会福祉 増進 図 知事 特 必要 認 使用料 免除又 知事 別

定 額 減額

（ ） 使用料 減免 受 者 、使用料減免申請書 知事 提出

。

使用料 還付（第 条関係）

（ ） 利用者 既 納 使用料（以下「既納使用料」 。） 、還付 。 、

次 該当 場合 、知事 、 定 額 還付 。

利用者 責 帰 理由 利用 既納使用料 全額

利用者 、利用日 日前（ ー 利用 、 月前） 、 利用辞退届出書 提

出 既納使用料 分 額

他知事 特 必要 認 知事 別 定 額

（ ） 既納使用料 還付 受 者 、使用料還付申請書 知事 提出

。

雑則（第 条関係）

規則 定 、 ー 管理 関 必要 事項 、知事 別 定 。

施行期日等

（ ） 規則 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 鳥取県立介護実習普及 ー管理規則 、廃止 。
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鳥取県立福祉人材研修 ー 設置及 管理 関 条例 施行期日 定 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県立福祉人材研修 ー 設置及 管理 関 条例 施行期日 定 規則

鳥取県立福祉人材研修 ー 設置及 管理 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号） 施行期日 、平

成 年 月 日 。

鳥取県立福祉人材研修 ー管理規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県立福祉人材研修 ー管理規則

（目的）

第 条 規則 、鳥取県立福祉人材研修 ー 設置及 管理 関 条例（平成 年鳥取県条例 号。

以下「条例」 。） 規定 基 、鳥取県立福祉人材研修 ー（以下「 ー」 。） 管理

関 必要 事項 定 目的 。

（利用時間）

第 条 ー 利用時間 、午前 時 午後 時 。 、知事 、特 必要 認

、臨時 変更 。

知事 、前項 書 規定 利用時間 変更 、 旨 ー 施設内 掲

示 等 周知 。

（休館日）

第 条 ー 休館日 、国民 祝日 関 法律（昭和 年法律第 号） 規定 休日並 月

日 同月 日 及 月 日 同月 日 日 。

次 各号 掲 施設 、前項 定 、当該各号 定 日 休館日 。

（ ） 福祉用具展示室 日曜日

（ ） 多目的工作室 日曜日及 土曜日

知事 、特 必要 認 、前 項 規定 、臨時 休館 、又 休館日 開館

。

前条第 項 規定 、前項 規定 臨時 休館 、又 休館日 開館 場合 準用 。

（利用 申込 ）
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第 条 条例第 条 規定 許可（以下「利用許可」 。） 受 者 、様式第 号

利用申込書 知事 提出 。

前項 利用申込書 、次 各号 掲 施設 区分 応 、当該各号 定 期間内 提出

。 、知事 特 必要 認 、 限 。

（ ） ー 利用 日（当該利用 日以上 場合 、 初日。以下「利用日」 。）

年前 日前

（ ） 前号 掲 施設以外 施設 利用日 月前 前日

（利用 通知等）

第 条 知事 、利用許可 、 申込 者 様式第 号 通知 。

前項 規定 通知 受 者（以下「利用者」 。） 、知事 請求 、当該通知

提示 。

（利用許可 変更）

第 条 利用者 、当該利用許可 係 事項 変更 、様式第 号 利用変更申込書 知

事 提出 、 許可 受 。

前条 規定 、前項 規定 利用許可 変更 準用 。

（利用 辞退 届出）

第 条 利用者 、 ー 利用 辞退 、 様式第 号 利用辞退届出書

知事 提出 。

（施設設備 滅失等 届出）

第 条 利用者 、 ー 施設設備 滅失 、又 損傷 、直 旨 知事 届 出 、

指示 受 。

（利用 終了 届出）

第 条 利用者 、 ー 利用 終了 、直 旨 知事 届 出 、 点検 受

。

（使用料 減免）

第 条 条例第 条 規定 使用料 減免 、次 各号 掲 区分 応 、当該各号 定

行 。 、実費 超 入場料、受講料 他 類 徴収 場合又 物品等 販売

主 目的 利用 場合 、 限 。

（ ） ー 専 練習又 準備 利用 別表 定 額 減額

（ ） 社会福祉 関 研修会、講演会 他 催物 利用 使用料 免除

（ ） 身体障害者手帳 交付 受 者、療育手帳 交付 受 者、精神障害者保健福祉手帳 交付 受

者 他知事 別 定 基準 該当 心身 障害 有 者 社会参加 促進 目的 利用

使用料 免除又 知事 別 定 額 減額

（ ） 介護保険法（平成 年法律第 号） 規定 要介護認定又 要支援認定 受 者 社会参加

促進 目的 利用 使用料 免除又 知事 別 定 額 減額

（ ） 他社会福祉 増進 図 知事 特 必要 認 使用料 免除又 知事 別 定

額 減額

条例第 条 規定 使用料 減免 受 者 、様式第 号 使用料減免申請書 知事

提出 。

（使用料 還付）

第 条 利用者 既 納 使用料（以下「既納使用料」 。） 、還付 。 、次 各号

該当 場合 、知事 、当該各号 定 額 還付 。

（ ） 利用者 、 責 帰 理由 利用 既納使用料 全額

（ ） 利用者 、利用日 日前（ ー 利用 、 月前） 、第 条 利用辞退届出書 提
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別表（第 条関係）

金 額

午前 使用料 午後 使用料 全日 使用料

円 円 円

10

2,440 4,890 7,530

の の の

出 既納使用料 分 額

（ ） 他知事 特 必要 認 知事 別 定 額

既納使用料 還付 受 者 、様式第 号 使用料還付申請書 知事 提出

。

（雑則）

第 条 規則 定 、 ー 管理 関 必要 事項 、知事 別 定 。

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（鳥取県立介護実習普及 ー管理規則 廃止）

鳥取県立介護実習普及 ー管理規則（平成 年鳥取県規則第 号） 、廃止 。

備考

表 「午前」 午前 時 正午 、「午後」 午後 時 午後 時

、「全日」 午前 時 午後 時 。

午前 時 午前 時 又 午後 時 午後 時 間 利用 場合 使用料 額 、午前又

午後 使用料 額 勘案 知事 別 定 。

正午 午後 時 間 利用 場合（全日 利用 場合 除 。） 使用料 額 、午前又

午後 使用料 額 勘案 知事 別 定 。

冷房又 暖房 、 表 定 使用料 額 知事 別 定 額 加算 。

したとき の の の

その が に があると めたとき が に める

の を けようとする は による を に しなければなら

ない

この に めるもののほか センタ の に し な は が に める

この は から する

センタ の

センタ は する

この において とは から までをいい とは から までを

いい とは から までをいう

から まで は から までの に する の の は

は の の を して が に める

から までの に する の をする を く の の は

は の の を して が に める

は をしたときは この に める の に が に める を するものとする

２ １

３

２ ６

１ ９ ３

２ ５

１ ９ １ ５

９ ５

２ ０ ９ ５

３ １

４

12

13

74

12



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 896 ８ ７

様式第 号（第 条関係）

（ ー 利用 場合）

鳥取県立福祉人材研修 ー利用申込書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

（団体 、所在地）

申込者 氏 名

（団体 、名称及 代表者 氏名）

電話番号

次 鳥取県立福祉人材研修 ー 利用 、申 込 。

利 用 者 種 類

催 物 名 称

利 用 目 的
（ 催 物 内 容 ）

利 用 期 間

内

訳

準 備 期 間

開 催 時 期

撤 去 期 間

入 場 予 定 者 数

入 場 料 、 受 講 料

等 徴 収 有 無

販 売 行 為 有 無

冷 ・ 暖 房 利 用

設 備 利 用

会 場 責 任 者

県又 社会福祉法人 ・ 他 団体 ・ 個人

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

人（身障者手帳所有者等 人・要介護認定者等 人）

有（ 円） ・ 無
有 場合

徴収額

実費以下 額
・

実費 超 額

有 ・ 無 有 場合 販売行為
主目的

・
主目的

有 ・ 無

有 ・ 無

（住所）

（氏名）

（電話番号）

１ ４

１その ホ ルを する

センタ

にあっては

にあっては び の

のとおり センタ を したいので し みます

の

の

の
の

の の

の

の

の

は その の

から まで

から まで

から まで

から まで

の

の

の

を える

の が
である

でない



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 89 7８ ７

その を する

センタ

にあっては

にあっては び の

のとおり センタ を したいので し みます

の

の

の
の

の の

の

の

の

は その の

から まで

の

の

の

を える

の が
である

でない

フリ スペ スを する にあっては にその を メ トル で す

ること

２（研修室等 利用 場合）

鳥取県立福祉人材研修 ー利用申込書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

（団体 、所在地）

申込者 氏 名

（団体 、名称及 代表者 氏名）

電話番号

次 鳥取県立福祉人材研修 ー 利用 、申 込 。

利 用 者 種 類

催 物 名 称

利 用 目 的
（ 催 物 内 容 ）

利 用 施 設

利 用 期 間

入 場 予 定 者 数

入 場 料 、 受 講 料

等 徴 収 有 無

販 売 行 為 有 無

冷 ・ 暖 房 利 用

設 備 利 用

会 場 責 任 者

県又 社会福祉法人 ・ 他 団体 ・ 個人

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

人（身障者手帳所有者等 人・要介護認定者等 人）

有（ 円） ・ 無
有 場合

徴収額

実費以下 額
・

実費 超 額

有 ・ 無 有 場合 販売行為
主目的

・
主目的

有 ・ 無

有 ・ 無

（住所）

（氏名）

（電話番号）

注 ー ー 利用 場合 、「利用施設」欄 利用面積 平方 ー 単位 記入

。



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 898 ８ ７

様式第 号（第 条関係）

鳥取県立福祉人材研修 ー利用通知書

第 号

住 所

（団体 、所在地）

氏 名 様

（団体 、名称及 代表者 氏名）

年 月 日

職 氏 名 印

年 月 日付 申込 鳥取県立福祉人材研修 ー 利用 、次

通知 。

催 物 名 称

利 用 目 的
（ 催 物 内 容 ）

利 用 施 設

利 用 期 間

使 用 料

利 用 条 件

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

円（冷・暖房使用料、設備使用料等 含 。）

２ ５

センタ

にあっては

にあっては び の

けで みのあった センタ の については のとおりとし

たので します

の

の
の

の

から まで

は まない



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 89 9８ ７

様式第 号（第 条関係）
（ ー 利用 場合）

鳥取県立福祉人材研修 ー利用変更申込書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号
住 所
（団体 、所在地）

申込者 氏 名
（団体 、名称及 代表者 氏名）
電話番号

次 鳥取県立福祉人材研修 ー 利用 変更 、次 申 込 。

通 知 年 月 日
及 番 号

催 物 名 称

利 用 目 的
（ 催 物 内 容 ）

利 用 期 間

内

訳

準 備 期 間

開 催 時 期

撤 去 期 間

入 場 予 定 者 数

入 場 料 、 受 講 料

等 徴 収 有 無

販 売 行 為 有 無

冷 ・ 暖 房 利 用

設 備 利 用

会 場 責 任 者

年 月 日 第 号 変更
有 無

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

人（身障者手帳所有者等 人・要介護認定者等 人）

有（ 円） ・ 無
有 場合

徴収額

実費以下 額
・

実費 超 額

有 ・ 無 有 場合 販売行為
主目的

・
主目的

有 ・ 無

有 ・ 無

住所

氏名

電話番号

注 全項目 変更後 内容 記入 、変更 項目 「変更 有無」欄 「有」

記入 。

添付書類 変更 係 利用通知書

３ ６
１その ホ ルを する

センタ

にあっては

にあっては び の

のとおり センタ を を したいので のとおり し みます

の
び

の

の
の

の の

の

の

の

の

から まで

から まで

から まで

から まで

の

の

の

を える

の が
である

でない

について の を するとともに する については の に と

すること

に る



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 8910 ８ ７

その を する

センタ

にあっては

にあっては び の

のとおり センタ の を したいので のとおり し みます

の
び

の

の
の

の の

の

の

の

の

から まで

の

の

の

を える

の が
である

でない

について の を するとともに する については の に と
すること

に る

２（研修室等 利用 場合）

鳥取県立福祉人材研修 ー利用変更申込書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

（団体 、所在地）

申込者 氏 名

（団体 、名称及 代表者 氏名）

電話番号

次 鳥取県立福祉人材研修 ー 利用 変更 、次 申 込 。

通 知 年 月 日
及 番 号

催 物 名 称

利 用 目 的
（ 催 物 内 容 ）

利 用 施 設

利 用 期 間

入 場 予 定 者 数

入 場 料 、 受 講 料

等 徴 収 有 無

販 売 行 為 有 無

冷 ・ 暖 房 利 用

設 備 利 用

会 場 責 任 者

年 月 日 第 号 変更
有 無

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

人（身障者手帳所有者等 人・要介護認定者等 人）

有（ 円） ・ 無
有 場合

徴収額

実費以下 額
・

実費 超 額

有 ・ 無 有 場合 販売行為
主目的

・
主目的

有 ・ 無

有 ・ 無

住所

氏名

電話番号

注 全項目 変更後 内容 記入 、変更 項目 「変更 有無」欄 「有」
記入 。

添付書類 変更 係 利用通知書



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 89 11８ ７

様式第 号（第 条関係）

鳥取県立福祉人材研修 ー利用辞退届出書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

（団体 、所在地）

申込者 氏 名

（団体 、名称及 代表者 氏名）

電話番号

鳥取県立福祉人材研修 ー 利用 辞退 、次 届 出 。

通 知 年 月 日
及 番 号

催 物 名 称

利 用 目 的
（ 催 物 内 容 ）

利 用 施 設

利 用 期 間

辞 退 理 由

年 月 日 第 号

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

添付書類 辞退 係 利用通知書

４ ７

センタ

にあっては

にあっては び の

センタ の を するので のとおり け ます

の
び

の

の
の

の

から まで

に る



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 8912 ８ ７

様式第 号（第 条関係）

鳥取県立福祉人材研修 ー使用料減免申請書

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

住 所

（団体 、所在地）

申込者 氏 名

（団体 、名称及 代表者 氏名）

電話番号

鳥取県立福祉人材研修 ー 使用料 減免 受 、次 申請 。

催 物 名 称

利 用 目 的
（ 催 物 内 容 ）

利 用 施 設

利 用 期 間

減 免 必 要

理 由

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

５ 10

センタ

にあっては

にあっては び の

センタ の の を けたいので のとおり します

の

の
の

を

と す る

から まで



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 89 13８ ７

様式第 号（第 条関係）

鳥取県立福祉人材研修 ー使用料還付申請書

年 月 日

職 氏名 様

郵便番号

住 所

（団体 、所在地）

申込者 氏 名

（団体 、名称及 代表者 氏名）

電話番号

鳥取県立福祉人材研修 ー 使用料 還付 受 、次 申請 。

通 知 年 月 日
及 番 号

利 用 目 的
（ 催 物 内 容 ）

利 用 施 設

利 用 期 間

使 用 料

還 付 申 請 金 額

申 請 理 由

備 考

年 月 日 第 号

年 月 日 時 分 年 月 日 時 分

納付年月日 年 月 日 領収書番号 第 号

既 納 付 額 円

円

６ 11

センタ

にあっては

にあっては び の

センタ の の を けたいので のとおり します

の
び

の
の

から まで



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 8914 ８ ７

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】
（ ）

220 2,200
// . . . /

１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

URL:http: wwwl pref tottori jp


